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1 R4.11.7 R5.1.4

・平成２９年度東京都公立学校校長職候補者選考における第一次選考の結果につ
いて（通知）
・面接時程表
・受験者名簿
・校長選考面接受験者の方へ（受験者への通知文）

4 1 1
職員番号は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）であるため

教育庁人事部
選考課

2 R4.11.29 R5.1.4 教職員の服務事故について 4 1 1 1 1

・当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人
に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはで
きないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがあるため
・公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っている
か、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人
の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると
認められため
・URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪
の要望に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

3 R4.11.2 R5.1.6
２教指企第３３４号民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキン
グテスト（仮称）事業基本協定その２に関する覚書について」起案原議

1 1
教育庁指導部
管理課

4 R4.11.2 R5.1.6
民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキング（仮称）事業基本
協定その２に関する覚書

1 1 1
業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすお
それがあるため

教育庁指導部
管理課

5 R4.11.2 R5.1.6

令和４年１１月１日に行われた都議会文教委員会において、●●委員と●●部長
との「英語スピーキングテストの利益相反に関する」答弁で「都教委と実施事業
者との間に覚書の存在をのべていたこと」に関して
・覚書を作成するにあたり、実施事業者とのやりとりなどの一切の文書や図面や
電磁的記録
・覚書を作成するにあたり、法務関係者など専門家とのやり取りに関する一切の
文書や電磁的記録

1
請求に係る公文書は保存年限経過により廃棄済みであり、存在しな
いため

教育庁指導部
管理課

6 R4.11.8 R5.1.6 ４教指企第８３１号「実施協定の締結について」起案原議 1 1 1 1 1

・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため）
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

7 R4.11.9 R5.1.6
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキング（仮称）事業基
本協定その２
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業実施協定（令和４年度）

1 1 1 1 1 1

・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
管理課

8 R4.11.7 R5.1.6

・３１教指企第５２９号基本協定その１起案原議
・２教指企第３３４号基本協定その２に関する覚書起案原議
・出張復命書（令和４年５月分）
・出張復命書（令和４年１０月分）

1 1
教育庁指導部
指導企画課

9 R4.11.7 R5.1.6

・基本協定その１
・３１教指企第７３９号基本協定その２及び起案原議
・３１教指企第１２０６号実施協定（令和元年度）及び起案原議
・３１教指企第２１９４号実施協定（令和２年度）及び起案原議
・２教指企第９２８号実施協定（令和２年度）及び起案協定
・３教指企第１５０号実施協定（令和３年度）及び起案原議
・４教指企第８３１号実施協定（令和４年度）及び起案原議
・分担金額の確定原議（各年度）
・分担金支出原議（各年度）
・分担金支出命令書（各年度）
・基本協定その２に関する覚書
・実施起案原議（令和４年５・１０月分）
・出張記録（令和４年５・１０月分）
・「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書（各年度）

1 1 1 1 1 1

・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
指導企画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

10 R4.11.7 R5.1.6
・都教委が文部科学省に相談した際の資料①
・都教委が文部科学省に相談した際の資料②
・文部科学省の見解を聞き取った資料

11 1 1 1

・未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、今
後、東京都内部、東京都及び文部科学省相互間における率直な意見
交換若しくは意思決定の中立性を損なうおそれ又は検討段階の情報
が都の公式見解若しくは事実と誤解され、都民の間に混乱を生じさ
せるおそれがある。
・未確定な情報である本件文書の内容が公になることにいより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った文部科学省からの実施機
関に対する信頼を損ねるおそれがあり、その結果、今後の文科省と
のやり取りが円滑にできなくなるなど、業務遂行に支障を及ぼすお
それがある。
・職員個人のメールアドレス及び内線番号は、公にすることにより
業務に関係のないメールの受信・着信が生じるなど、事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

教育庁総務部
教育政策課

11 R4.11.14 R5.1.10
学校に勤務する教職員の懲戒処分の発表について（令和４年１１月９日付発令関
係）

3 1
教育庁人事部
職員課

12 R4.11.14 R5.1.10 記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

東京都教育委員会では、令和４年１１月９日付けの懲戒処分につい
てその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしてい
るため（東京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利
用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行ってい
る情報と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の
開示をしないものとする。」に該当）

教育庁人事部
職員課

13 R4.11.14 R5.1.10

・４教人職第１４３３号　■■■■公立学校教員に対する懲戒処分について
・令和４年１１月９日付け発令通知書
・４教人職第１７４８号　教員に対する処分について（通知）
・取材データベース記録２件
・４教人職第６８９号　教職員等に対する懲戒処分等の審査について（諮問）
・４懲分審第６号　教職員等に対する懲戒処分等の審査について（答申）
・４教人職第１３６４号　教職員等に対する懲戒処分等の審査について（諮問）
・４懲分審第１３号　教職員等に対する懲戒処分等の審査について（答申）

64 1 1 1 1

・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であ
り、開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑
な遂行に支障が生じるおそれがあるため
・当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容ついて、開示が
前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等から
の報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあ
り、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため
・懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申
の段階の案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明ら
かになり、東京都教育委員会が行う人事管理に関し、公正かつ適正
な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・当事者・関係者の所属名、氏名等は、個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
・URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

14 R4.11.14 R5.1.10 令和４年第１５回東京都教育委員会定例会議事録 26 1 1 1

・当事者・関係者の所属名、氏名等服務事故に係る詳細な状況等
は、個人関する情報であって、特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）又は特定の個人の権利利益を害
するおそれがあるため
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び
処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らか
になり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じる
おそれがあるため
・公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論とな
り、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがあ
る箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本
質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため

教育庁総務部
教育政策課

15 R4.11.14 R5.1.10
４教総広第３５０号「【報道発表】教職員の服務事故について（１１月９日発
令）

4 1
教育庁総務部
広報統計課

16 R5.1.4 R5.1.11
マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果があるという科学的根拠、
論文等

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁総務部
総務課

17 R4.11.15 R5.1.12

・４教指企第６０９号「覚書の締結について」起案原議
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２に関する覚書
・４教指企第７６６号「覚書の締結について」起案原議
・事業の方針変更等に関する覚書
・４教指企第８３１号「実施協定の締結について」起案原議
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業実施協定（令和４年度）

1 1 1 1 1 1

・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
指導企画課

18 R4.11.24 R5.1.17
「令和４年度教職員向けメンタルヘルス対策出張相談」の新規実施のお知らせ及
び実施希望地区の募集について（公募）（令和４年４月２０日付４教人職第１７
７号）

8 1
教育庁人事部
職員課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

19 R4.11.19 R5.1.18

・●●打合せ記録
・出張記録（令和４年５月分）
・出張記録（令和４年１０月分）
・３１教指企第７３９号基本協定その２起案原議
・基本協定その２
・４教指企第８３１号実施協定（令和４年度）起案原議
・実施協定（令和４年度）
・事業者との打合せ資料

270 1 1 1 1 1

・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
指導企画課

20 R4.11.19 R5.11.18 ・令和３年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書 110 1 1 1 1

・試験問題の作成検討に関する開催日時、場所、内容などの情報が
公にされることにより、検討過程の推移を特定できる内容が明らか
になり、今後の試験運営において適正及び正当な秘匿性を確保する
ことが極めて困難になる。
・試験問題の採点に係る情報が公にされることにより、今後の試験
運営において適正性及び正当な秘匿性を確保することが極めて困難
になる。
・本試験はスピーキングに関するテストを既に実施している事業者
のノウハウを活用しながら運営していくものであるため、これらの
情報を公にすることは、特定の事業者の持つ試験の運営ノウハウの
漏洩に繋がり、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわ
れることとなるばかりでなく、徒に白日の下に晒されることになれ
ば本試験の存在そのものを揺るがす事態になりかねない重大な危険
性を孕んでいるため
・試験運営の根幹に係る事項であるため、当該箇所を開示すると、
当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
・当該箇所は回答内容から会場名が特定し得る内容となっており、
開示すると今後スピーキングテスト事業の改善検討に当たり関係者
からの協力を得ることが困難となり、同事業の改善点・課題などを
把握することが困難となる。その結果、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがある。

教育庁指導部
指導企画課

21 R5.1.10 R5.1.19
教育庁の「授業料徴収システム運用に係る分担金」について、補助金等の支出先
の具体的な名称やそれぞれの金額が分かる資料。（令和３年度分）

1
令和３年度については授業料徴収システム運用に係る分担金を支出
しておらず、文書が存在しないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

22 R5.1.10 R5.1.19
教育庁の「文化財の保存助成」について、補助金等の支出先の具体的な名称やそ
れぞれの金額分かる資料。（令和３年度分）

開示請求に係る公文書は、都民情報ルームにおいて閲覧又は貸出を
することを目的として管理されており、東京都情報公開条例第１８
条第２項により開示しないものであるため

教育庁地域教
育支援部管理
課

23 R4.11.22 R5.1.20 令和５年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱及び細目の制定について 420 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

24 R4.11.22 R5.1.20

・３０教指企第１６０１号「英語「話すこと」の評価に関する検討委員会の報告
について」起案原議
・３０教指企第１６０２号「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語ス
ピーキングテスト（仮称）事業実施方針の策定について」起案原議

71 1
教育庁指導部
指導企画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

25 R4.11.24 R5.1.23 ・令和３年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書 110 1 1 1 1

・試験問題の作成検討に関する開催日時、場所、内容などの情報が
公にされることにより、検討過程の推移を特定できる内容が明らか
になり、今後の試験運営において適正及び正当な秘匿性を確保する
ことが極めて困難になる。
・試験問題の採点に係る情報が公にされることにより、今後の試験
運営において適正性及び正当な秘匿性を確保することが極めて困難
になる。
・本試験はスピーキングに関するテストを既に実施している事業者
のノウハウを活用しながら運営していくものであるため、これらの
情報を公にすることは、特定の事業者の持つ試験の運営ノウハウの
漏洩に繋がり、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわ
れることとなるばかりでなく、徒に白日の下に晒されることになれ
ば本試験の存在そのものを揺るがす事態になりかねない重大な危険
性を孕んでいるため
・試験運営の根幹に係る事項であるため、当該箇所を開示すると、
当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
・当該箇所は回答内容から会場名が特定し得る内容となっており、
開示すると今後スピーキングテスト事業の改善検討に当たり関係者
からの協力を得ることが困難となり、同事業の改善点・課題などを
把握することが困難となる。その結果、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがある。

教育庁指導部
指導企画課

26 R4.11.28 R5.1.27

・受験の手引き
・生徒一覧（学校とりまとめ・完全個人）
・バス手配原議
・貸切バス案内
・令和４年度実施要領起案原議
・令和４年度実施要領

1212 1 1 1

・当該情報は、特定の個人を識別することができるもの（他の情報
と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・公にすることにより、業務に関係のない連絡が来るなど、事務事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・当該情報は、本紙を実施した学校名等であって、当該情報を公に
することにより、外部から学校等への問合せ・干渉・圧力等が生
じ、その対応のために学校等の業務に支障を及ぼすおそれがある。
また、当該情報を公にすることにより、東京都教育委員会と学校等
との信頼関係が損なわれ、今後、同様に学校等に協力を依頼する
際、学校等からの協力が得られなくなる可能性がある等、事務又は
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・当該情報を公にすることにより、外部から学校への問合せ・干
渉・圧力等が生じ、その対応の為に学校の業務に支障を及ぼすおそ
れがある。また、バスの運行等、事務又は事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
指導企画課

27 R4.11.28 R5.1.27
・教員用の受験の手引き
・会場運営マニュアルや試験監督マニュアル
・試験当日の全試験会場からの実施報告

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
指導企画課

28 R5.1.13 R5.1.27
令和４年１１月２７日に実施された中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）に
おける前半実施組と後半実施組それぞれの平均点及び得点分布を示す一切の文書

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
指導企画課

29 R4.12.1 R5.1.30 視察箇所等一覧 1 1 1

当該情報は、本試を実施した学校名等であって、当該情報を公にす
ることにより、外部から学校等への問合せ・干渉・圧力等が生じ、
その対応のために学校等の業務に支障を及ぼすおそれがある。ま
た、当該情報を公にすることにより、東京都教育委員会と学校等と
の信頼関係が損なわれ、今後、同様に学校等に協力を依頼する再、
学校等からの協力が得られなくなる可能性がある等、事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
指導企画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

30 R4.12.1 R5.1.30
・令和４年１１月２２日付記者レク資料
・運営協力職員マニュアル
・運営協力職員マニュアル（特別措置専用会場用）

41 1 1 1

・当該情報は、事業者の試験運営上のノウハウに関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められるため
・職員が用務で使用する内線番号は、公にすることにより、業務と
関係のない電話がくる等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため
・当該情報は、試験の運営に関する情報であって、公にすることに
より、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
指導企画課

31 R4.12.2 R5.1.31

・３１教指企第５２９号「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語ス
ピーキングテスト（仮称）事業基本協定その１の決定について」起案原議
・２教指企第３３４号「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピー
キングテスト（仮称）事業基本協定その２に関する覚書について」起案原議
・２教指企第１７６５号「東京都中学校英語スピーキングテスト事業に係る名称
変更及び覚書の締結について」起案原議
・協議書

155 1
教育庁指導部
指導企画課

32 R4.12.2 R5.1.31

・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その１
・３１教指企第７３９号起案原議
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２に関する覚書
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２に関する覚書
・４教指企第６０９号起案原議
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２に関する覚書
・４教指企第７６６号起案原議
・事業の方針変更等に関する覚書
・４教指企第８３１号起案原議
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業実施協定（令和４年度）
・承諾書

331 1 1 1 1 1

・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため

教育庁指導部
指導企画課


